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セーフコミュニティいずみおおつ

　「インターネット」を賢く、トラブルなく利用するために使い方を考えてみましょう！
スマートフォンなどの普及に伴い、わたしたちの生活は便利になる一方、青少年がインターネットを
通じた犯罪、トラブルやいじめなどに巻き込まれる事例が後を絶ちません。この 10か条を参考に、
ご家族で一度、スマートフォンやインターネットの使い方について話し合ってみてはいかがでしょうか。
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新型コロナウイルスの影響で、家に居る時間が増え、
スマートフォンなどでインターネットを使う時間が
増えていませんか？ 問合　指導課・危機管理課

子どもの安全対策委員会

○ネットは公共の場
○ネットの利用は自己責任が前提
○ネットの利用は常に警戒心をもって
○ネット投稿の冗談は冗談ではすまされない
○メッセージは読み手の想像力も大切
○メッセージは冷静に読む鈍感力も大切
○ネットに掲載された情報は消えない
○本当に無料で利用できるものはない
○ネットの情報の信憑性を疑え
○危険性を嗅ぎ取る嗅覚を磨け

ネット利用　基本の 10か条

昨年 8月にスマートフォンやインターネットの使い方
について考える機会として小・中学生を対象に開催した
「第 3回スマホサミット」においてインターネットを賢
く、トラブルなく利用するための基本の 10か条が伝え
られました。

人権問題を考える市民の集い
～裁判事例から見る身近な人権～

手話通訳あり  　　　　　

　夫婦間や家族間などの判例を交え、身近な人権について分かりやすく
解説します

日時　12月 6日㈰　午後 2時～ 3時 40分
場所　テクスピア大阪　小ホール
定員　先着 50人
一時保育　先着 5 人（6 か月～未就学児）。11 月 17 日㈫～ 26 日㈭　
午前９時～午後５時に人権くらしの相談課に直接または電話申込
講師　網本浩幸 弁護士（アイマン総合法律事務所　代表）　
申込　参加者の氏名、住所、電話番号、「人権問題を考える市民の集い
参加希望」と記入のうえ、はがき、ファクス、またはメールで人権くら
しの相談課まで。
▷はがき：〒595ー 8686　泉大津市人権くらしの相談課　
▷ファクス：33・7780　▷メール：info@city.izumiotsu.osaka.jp

（講師プロフィール）
　徳島県で生まれ、その後、泉大津市に転
居し、市立第一中学校（現・東陽中学校）
を卒業、大学院法学部を卒業し、26 歳の時
に司法試験に合格。法学修士の学位を取得
したうえ、2 年間の司法修習を経て 28 歳か
ら弁護士になる。
　平成 6 年度に大阪弁護士会副会長・近畿
弁護士会連合会理事を務める。日本法律家
協会、法曹会、日本綿業倶楽部、徳島県人
会近畿連合会副会長。現在、堺市在住。

講演の
お知らせ

問合　人権くらしの相談課


